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建造物

1.舎那院鍵属医:1 HJl.! (室町時代)

fri行三Itll 梁lifl三flll侍れI!Ai絵皮硲爾前

長浜市宮前町合〕郎院

合郎総 l~平安l時代の弘仁 5 年(814) に似空海により

真震;誌の寺院として開法、古 <l~巡那院と呼んでいた

と伝える。平安時代後JIII~i には長浜八幡宮の月1)当で勝

鉱山新放生寺の学級となうていたが、明治維新の神{ム

分総令によリ一山を~して、子院の舎"11院のみが残っ

た.その後、寺内u.荒廃にまかせていたが、昭和14年

に長浜八紛宮が紀元2600~の記念事業として神妓の!.~

備を行うのにとむない愛決金(本金=本地堂)ととも

に必殿堂を浪花JtT.に移築した.

建物の建立年代を明らかにする資料lまないが、校に

{ま隅延びがあって~Ji1Tの木ぬ、災IH木の絵線総型が室

町時代の機式を示しており、完i町後j聞を紛らないと考

えられる。

建物は桁行および総IlIJとも、 三IIUとするiE1j形の平

而に、F副以}形式はi仔似;j1リの絵皮Hとしている。円紋

上に大-'1.をのせ、il"tffli(尖}]'t木lillif桁よりi1tリ出す)

を組む。府は-，m:JI(垂水の小'T!f，.rrちとして11tH怒りを軽

快なX!:ほとしている.

伎の |日仕口等により当初五IZ加のi反応〔巧察すると 、東

lp'llli三聞とも喜iifiを品リ込む。 1村i1ii1;tJi可よリ第一間に

引退戸を設けて出入口とする他はi絞板l伐とし、 ~t商は

三聞ともi依板噌であったことが分る.西側については

当初から奥行 1m余りを軒下に取り込み、この位置を

仏制としていることから、ニの;袋f1t'なの当初(前身地)

の正而lilU側 (現イo也の4'堂側)と巧・えられる.*まは

ir聞を除〈三方に切目結を廻す.

現夜、内部にli別天肢を設けているが、 ζ 11.11.昭和

ヘi宇:/i

舎那院護摩堂

』、~
正側面会崇
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西川家住宅 正面会景 (~t よりみる)

14年の修築11与にWg八紛糾続内Jtl!にあ勺た別十点建物の 化粧1111 桁行 4.6m 梁11112.7m 

部付をJ1J¥、て紛‘!!tしたむのであ うて、当初は綿造から 切必~伐Eil:

みてれ:1;1.没けていない また、総には銚ifE側をつけて

いるが、二lLL I.;J ~HI:の作戦(.'，H側を昭和 7 年に転用し

たLのであ勺て当初11lfll. 1) (・j'かなも、

後111:の修PI1によ 勺て、 H:l11J袋iFi等が部分的に変わっ

ているが、当初の古li.Hか咲J好に伐千'[:して建物の形式、

千法が1りHiaiに分るとともに、引IIIT時代のj立桃の少ない

，，(_QJ1ぞ立として 'i'lif(な他物である。

なお以内の，l盟J伏'i;tでJ1T5ヒを受けたものには次のもの

があるが'-1叶止の他物iまない。

if(主主文化財H命ふ破防.j:t ~1担LHIJr~( 1 606) 鉱~:f1自

民L指定|む|城、'i:l毛11必JI，そ.::;.: ~兆山時代

2.西川家住宅 4似

主bt 1，1;'注者1; 桁行13.001 u!;・111114.9m

一部二階主主切安造 伐瓦詳

j1lil (II IA i寸こけら王E

ti蚊部桁行 8.9m 漆間11.Om

一部二階ill 切妻造 伐瓦立

附4肯定鬼Ji l例 .火、剛，、sるqも両.、圃枯

宥i入祈尉n 1兵公安itzm
jOR勉のlili飾li. l例 れ必あ4R26・4，h柿同蝿棺

でみずIllJ fir行 4.1m 策lU1l2.0m

切'Jln立 f.JU.Cij. 

.#，i.ll/t 延LA13.0m

苦言土y議 :1:蔵造 的行 8.1m U~IH] 4.8m 

二際主.s 切Ji.i1l 伐瓦if.
近江八l険ili新町二丁bl8昏.11!!.磁加西川庄六

西川庄プミ家はj[j:i:工八中市市新聞T二丁目にあって、伝統

的な町並みの大きな榊成~泌となっている。建物は新

l町通りの耳[jI!IJにあってIIJ四川干IJイ'Jlli財門家と、通リをは

さんで援般を桃える。代々jlJ:江尚人と して栄えた商家

で、初代1.1西川利;削指門家から分家して 、蚊帳、畳表

などを扱い 、 ìlJ:世の近江八怖を代袋する ~li家であった。

主3震の建築年代を 19Hí~に示す資料lまないが、西川家

所織の鬼}[.に天明 5年(1785)のへら持主主があってこの

頃に建てられたものと々えられる.また台所の大黒柱

には弘化4年(1847)の.fCi人リ祈紛れが打ちつけてあリ

この時に台所廻リの修理が行われたようである。

土蔵の資料Iまないが、建物の形式手法からみて、主

屋と同じ頃に連立されたものと )yえられる.

主屋1;1巡りに…して間口 5問、奥行 7.5問、一部を

二階建てとした居室部をとる.これと建続きの北側の

裏寄りに座敷を配し、南側の袋巡り寄りには離座敷(

でみずの間)を段けている.

居室部{立問ロの中央に裏庭まで抜ける土問をとリ 、
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l'"lli巡りより表側は庖の問、裂笥:1)半分{ま土聞として、

かまどなどを設けた台所としている。土問と jf墳には

戸袋j[{紛:が残り 、この境には当初は板戸をたてたこと

が分る。室は l 列に三者fS~が.!lÉぷ。台所 (;1IJ、屍梁をみせ

たl次炊けとし、この部分を除いて「っ し」二|怖をつくる。

北側に突き出した座敷は悶字タ!の 4部屋とし、主選

居室部墳に近い二部屋l立大正時代に平屋であったもの

を二階建てに改造し 、ニれにともなって居室部側に半

間広げて{時;問を大きくしている。座敷は次の間の二部

屋からなリ 、表通りから塀の戸口をくぐり、内庭をiifl

って容が出入リできる。座敷はこの地方の特徴である

出床を設!t、室内意fiLも1'1紫なものとなっている。

ま屋南側の綴座敷1;1rでみずの問」と JI乎んでいるが、

こiUま内庭からi雨水のあることからつけられたもので

あって建物の立15:は綿lい商11支柱を用い、下地窓などを

備えており、茶室に用いた座敷である。

土f隊lま表通りに閉して北端の敷地にあり南側に入口

を設ける。

当住宅の淡:ftYtえは紺iい出i総子~をつけて京!誌の11fT君主

としているが、このような怠庇としたのは明治初期ltU

の改造によるもので、当初は戸口に大きな板戸、各t:l:

悩1も板日長りのUl')上げ戸となる。また二階においても

1't・を一筋見せた土峻で窓がなくなリ 、i!:iい様式の差是七時

えに復原される。二二のように'n紫ながら京阪や江戸に

お官級した近江筒人の本宅を生11るうえでは悩他が高い。

3.松井家住宅 H東 (江戸時代)

桁行23.30m 梁間11.80m 入母屋造

古可:r: ~t ・西 ・ 北の H市に庇付 I判所

松井家住宅 正面

flf;t指定文幹5情

明手U9 .:)'.作iì~lf卸祝儀艇の認のある L の

IlIl利 9i~i'~J，'lau乎M1控艇の記のあるもの

凶
作
。
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決;政J2.11'1盗殺総=tl.:nの況のあるむの l附

>;fr氷 4 年採子手[且[11'・i三HI]Jt{~申'nの紀のあるむの 111昨

郊永 7il:.~".111茶IHJ入問潟市悩般の記のあるむの 1附

:坂悶君fl伊吹町火手上野690 松井ifk夫

:t'N宇家 l孟 f~tI次山の南fWlの山銭、伊I~\.町大手上野にあ

って、代々庄屋を勤めた家柄と{王、えられている。建築

年次については所践の文役から明利 9if(1772)に往て

られたことが分り 、 その i去の修草Ilについても、 |司文il~

から支:政12iJ三(1829)に北四隅の度数組りを改i立し、さ

らに安水 7年(1854)には総設と茶間(iJまと東II!lJの庇

需品分)の修理IIを行っている。

建物の士見桜は大 I~I~で雄大 、 ははI桁ffìi して;往ち 、 出入

口を平入リとし 、平而{ま湖北地方民家の!11どおり 、広

い土問1(下座を含む)と府笠宮11分に二分している。

土間部分においてみ古品!二間iill りは、現:(JJ~~板を絞っ

て作業所としているが、もとは「うまやJ と「かまどJ
ゆゅ

のあったところ。また入口の手足当りに床を張 1)~主主1-を

入れているが、この音flffiは理ll.iJ:でも「下座」と I呼ぴ、

むとは土flJJに、もみがらを入れ 、 わらむしろを~}ゎ、た

「にう じ」であったものと 主与えたい。

居~昔11分 l;t後ifJ;の改造によって複雑な間取りとなっ

ているが、当初半前i立、三つの昔11昆から桃成している。

現在、ゴニ間寄りの帝IIE震を問字!?!にl品l仕切り小書fS屈とし

ているが、 当初は-~ーになって板の間の「だいどこ」

で天井を凝らず「つし」に前桜板をのせた部毘である

ことが分った。次

の「さ'しき J はや;i
縁天井日l~ リ 、 さら

に如lllJJ1tに 「採の

P~JJ を耳R りこん t.!

本格的な~敷とし

ている。

このように後i!1:

修芝IIにおいて昔日分

的な改造、又は仮

設的なIltj仕切境を

設けているが、当

初の主婆告II~寸が良

〈後存しているこ

とから、建物の形

式が1百11切に分ると
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4，若宮神社本At 1十点 {室町時代)

三聞社流i立 向fl!1 IlII銅版主主(むと姶皮持)策而

附指定級事L7枚

I列!e;6耳， Il! H:.iL 1'，械の紀あるもの l校

天文!年、月13日iゴ防犯のある Lの l枚

度以6年匂;の記のあるむの Z校

疋保311H1H、'J埋と純IlUHi'の記のあるむの I枚

E列車 3.If. '~'l~誌の犯のあるむの Hlc 

1以来2Jドr暁11干のil己のある Lの I .文

t，'j l:，~ml安鈴川町大字北船木若宮神社

若宮神社の'/，'(tilJ 1立鮮らかでないが、 ζ の神社の重点Eを

する大:子:北船木のJ自1;1;京都の上賀茂神社の御府所のi((t

f揚があ ったところである.

若下E と 1;1;、本ねから新たに分位して~，~ijiE!する意味を

もつことから巧・えると、この彩.tii1tI吟上の勧笥81年代L、

おそらく ζ のJむにJ-，!'i流布1I社の術Iliilmが設けられた師寺

までさかのぼるものと忠われる。

本殿1;1;社織の伺ifしにより 191応4-'1三 6月(1495)に事始

め、同 6年 7月(1497)に位をll¥て上械を行ったことが

明らかである.さらに似札には本殿建築に番隠 400人

余リを要したと付記しである.その{去の修理について

は、天文 4 年(1535)、~~長 6 年(1601) に昆級王草待、正

保 3 年(1制6)に小修~と鼠似気持、手保 3 年(1718)お

よび克保 2年(1742)にむ修理を行い、さらに昭和40年

(1965)には絵伎作から現伐の鋼板必に改められたこと

が各々、練札から分る.

:"('， 、.. ~. :s-

若宮神社本殿 身舎事事股

本総lまI向笠附の比較的小鋭悦な三IIIJt1.il1リで、母患

の正而および内外|句i.Jえのれ三1111にi心、ずれも織防戸間

聞きとし、世l!.のf1:IJOはi妖板としている。11可1fiの正面lま

中央聞のみ伎町戸をたてるが、 I，lij脇聞は花後子の格子

戸をi荻殺しで飾っている.時E訟の村i上組物{立Jr:三斗で

正問3個の中備え必Il!tおよび手狭の立庇が究i8:でよく

室町時代後Mの特徴を2<わしている.向持 1;I;~Jill (紅

梁宅1)両端の木ぬでi卓三 Jトを受け、中備えに袋目立を用

いる。事れま一事干鉱霊木とし、向t手打紐垂水{主、垂水を

上方に反リ的げてi造り、この~mJがm苦しくならない

よう巧妙な手法を取リ入れているが、これ{，宅町時代

にみられる特典.な工法である.

後世修理に

よって、母屋

前進の位廻り

およびri"l平虹
従などが部分

~的に新しくな
っている が、

当初昔I1村の残

存が多いこと

から建立11寺の

姿をよくのこ

しており、ま

た連立年次の

明確なことな

どからみて、

室町時代(後

期)の三間社

流造り本殿の

t主mな遺構で

ある.

若宮神社本殿 正側面全景
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